
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

○
福
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

九

○
福
島
県
魚
介
類
行
商
取
締
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

一
六

○
福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
六

○
福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
六

○
福
島
県
農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
七

○
福
島
県
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
三

○
福
島
県
港
湾
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
三

○
福
島
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
三

○
福
島
県
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
三

規

則

福
島
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
与

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
魚
介
類
行
商
取
締
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
、
福
島
県
ハ
イ

テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、

福
島
県
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
港
湾
の
管
理
に
関
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
建
築

物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
九
号

福
島
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
（
平
成
十
四
年
福
島
県
規
則
第
百
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正

後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て

掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
で
、
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加

え
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
（
第
八
条
関
係
）

別
表
（
第
八
条
関
係
）

一
〜
九

（
略
）

一
〜
九

（
略
）

十

条
例
別
表
十
の
項
の
規
則
で
定
め
る

十

条
例
別
表
十
の
項
の
規
則
で
定
め
る

事
務

事
務

ア

福
島
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
与

福
島
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
与
条

条
例
（
昭
和
三
十
七
年
福
島
県
条
例

例
（
昭
和
三
十
七
年
福
島
県
条
例
第
九

第
九
号
）
第
二
条
の
申
請
を
行
っ
た

号
）
第
二
条
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申

者
又
は
そ
の
者
が
同
条
例
第
五
条
の

請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

規
定
に
よ
り
立
て
た
連
帯
保
証
人
の

そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住

所
の
確
認

イ

福
島
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
与

（
新
設
）

条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
修
学
資

金
の
貸
与
を
受
け
た
者
（
同
条
例
第

七
条
若
し
く
は
第
八
条
の
規
定
に
よ

り
修
学
資
金
の
返
還
の
債
務
の
全
部

が
免
除
さ
れ
た
者
又
は
修
学
資
金
の

返
還
の
債
務
が
弁
済
さ
れ
た
者
を
除

く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
被
貸

与
者
」
と
い
う
。
）
又
は
被
貸
与
者

の
連
帯
保
証
人
の
生
存
の
事
実
又
は

氏
名
若
し
く
は
住
所
の
確
認
（
納
入

通
知
書
、
督
促
状
等
が
返
戻
さ
れ
た

場
合
に
限
る
。
）

十
一

条
例
別
表
十
一
の
項
の
規
則
で
定

十
一

条
例
別
表
十
一
の
項
の
規
則
で
定

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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め
る
事
務

め
る
事
務

ア

福
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金

ア

福
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸

貸
与
条
例
（
平
成
六
年
福
島
県
条
例

与
条
例
（
平
成
六
年
福
島
県
条
例
第
二

第
二
十
号
）
第
二
条
の
申
請
を
行
っ

十
号
）
第
二
条
の
申
請
の
受
理
、
そ
の

た
者
又
は
そ
の
者
が
同
条
例
第
四
条

申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
立
て
た
連
帯

は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

保
証
人
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若

し
く
は
住
所
の
確
認

イ

福
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金

（
新
設
）

貸
与
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
修

学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
（
同
条

例
第
六
条
若
し
く
は
第
七
条
の
規
定

に
よ
り
修
学
資
金
の
返
還
の
債
務
の

全
部
が
免
除
さ
れ
た
者
又
は
修
学
資

金
の
返
還
の
債
務
が
弁
済
さ
れ
た
者

を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
被

貸
与
者
」
と
い
う
。
）
又
は
被
貸
与

者
の
連
帯
保
証
人
の
生
存
の
事
実
又

は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
確
認
（
納

入
通
知
書
、
督
促
状
等
が
返
戻
さ
れ

た
場
合
に
限
る
。
）

十
二
〜
十
五

（
略
）

十
二
〜
十
五

（
略
）

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
市
町
村
行
政
課
）

福
島
県
規
則
第
十
号

福
島
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
福
島
県
規
則
第
百
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

第
十
一
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
直
ち
に
、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
」
を
「
そ
の
旨
を
記

載
し
た
文
書
に
こ
れ
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
、
直
ち
に
、
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
若
し
く
は

職
業
」
を
「
、
職
業
若
し
く
は
勤
務
先
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
現
況
届
の
提
出
）

第
十
三
条

契
約
の
相
手
方
は
、
養
成
施
設
を
卒
業
し
た
日
か
ら
修
学
資
金
の
返
還
債
務
の
全
部
を

免
除
さ
れ
、
又
は
返
還
債
務
の
履
行
を
終
え
る
日
ま
で
の
間
、
毎
年
四
月
三
十
日
ま
で
に
、
同
月
一
日

現
在
の
状
況
を
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
相
双
枠
加
算
期
間
の
終
期
）

第
十
四
条

条
例
附
則
第
四
項
中
の
「
知
事
が
別
に
定
め
る
日
」
は
、
加
算
に
係
る
予
算
が
計
上
さ

れ
た
最
終
年
度
の
末
日
と
す
る
。

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

───────────────────────────────────────────────────────────
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第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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「

住
所

「

住
所

借
受
人

借
受
人

氏
名

㊞
氏
名

（署
住
所

住
所

第
四
号
様
式
中

連
帯
保
証
人

を

連
帯
保
証
人

氏
名

㊞
氏
名

（署
住
所

住
所

連
帯
保
証
人

連
帯
保
証
人

氏
名

㊞

」

氏
名

（署

名

）

に
改
め
る
。

名

）

名

）

」

第
五
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

第
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
七
号
様
式
及
び
第
八
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

「申
請
者

住
所

「申
請
者

住
所

第
九
号
様
式
中

を

氏
名

㊞

」

氏
名

（署
名

）

「新
連
帯
保
証
人

住
所

「新
連
帯

に
、

を

」

氏
名

㊞

」

保
証
人

住
所

に
改
め
る
。

氏
名

（署
名

）

」

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例

施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
福
島
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
与
条

例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
等
と
み
な
す
。

（
地
域
医
療
課
医
療
人
材
対
策
室
）

福
島
県
規
則
第
十
一
号

福
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
六
年
福
島
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
連
帯
保
証
人
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
保
証
人
」
を
「
連
帯
保
証
人
」
に

改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
六
条
若
し
く
は
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
返
還
債
務
の
免
除
又
は
条
例
第
九
条

の
規
定
に
よ
る
返
還
債
務
の
履
行
の
猶
予
」
を
「
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
返
還
債
務
の
一
部
免
除
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二

項
と
す
る
。

第
八
条
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

臨
床
検
査
技
師

一

医
療
法
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
及
び

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所

二

保
健
所

三

そ
の
他
知
事
が
認
め
る
施
設

第
十
一
条
中
「
保
証
人
」
を
「
連
帯
保
証
人
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
第
六
号
中
「
又
は
職
業
」
を

「
、
職
業
又
は
勤
務
先
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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「

本
人
住
所

「

本
人
住
所

氏
名

㊞
氏
名

連
帯
保
証
人
住
所

連
帯
保
証
人
住
所

様
式
第
四
号
中

を

氏
名

㊞
氏
名

連
帯
保
証
人
住
所

連
帯
保
証
人
住
所

氏
名

㊞

」

氏
名

（署
名

）

に
改
め
る
。

（署
名

）

（署
名

）

」

様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
六
号
か
ら
様
式
第
八
号
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

「申
請
者
住
所

「申
請
者
住
所

様
式
第
九
号
中

ふ
り
が
な

を

ふ
り
が
な

氏
名

㊞

」

氏
名

（署
名

）

ふ
り
が
な

に
、
「新

連
帯
保
証
人
氏
名

㊞

」
を
「新

連
帯
保

」

ふ
り
が
な

証
人
氏
名

（署
名

）

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
号
中
「㊞
」
を
削
り
、
「歯

科
衛
生
士

」
の
次
に
「・

臨
床
検
査
技
師

」
を
加
え
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与

条
例
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
福
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資

金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
と
み
な
す
。

（
地
域
医
療
課
医
療
人
材
対
策
室
）

福
島
県
規
則
第
十
二
号

福
島
県
魚
介
類
行
商
取
締
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

福
島
県
魚
介
類
行
商
取
締
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
規
則
第
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
食
品
生
活
衛
生
課
）

福
島
県
規
則
第
十
三
号

福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
（
平
成
四
年
福
島
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
一
の
２
の
表
中
⑴
を
削
り
、
⑵
を
⑴
と
し
、
⑶
か
ら

ま
で
を
⑵
か
ら

ま
で
と
す
る
。

(42)

(41)

別
表
第
二
の
二
の
１
の
表
中
「
一
、
七
三
〇
円
」
を
「
三
、
一
六
〇
円
」
に
改
め
、
⑹
を
削
り
、
⑺

を
⑹
と
し
、
⑻
か
ら

ま
で
を
⑺
か
ら

ま
で
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(22)

(21)

精
密
万
能
試
験
機
（
Ａ
Ｇ
Ｘ
―
２
０
ｋ
Ｎ
Ｖ
）

一
時
間

三
、
八
五
〇
円

(22)別
表
第
二
の
二
の
２
の
表
中
⒁
を
削
り
、
⒂
を
⒁
と
し
、
⒃
か
ら

ま
で
を
⒂
か
ら

ま
で
と
し
、

(24)

(23)

そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

非
破
壊
構
造
解
析
装
置
（
Ｔ
Ｘ
Ｓ
―
Ｃ
Ｔ
３
０
０
）

一
時
間

一
七
、
七
九
〇
円

(24)別
表
第
二
の
二
の
３
の
表
中
⑸
を
削
り
、
⑹
を
⑸
と
し
、
⑺
か
ら

ま
で
を
⑹
か
ら

と
し
、

を

(33)

(32)

(34)

削
り
、

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(35)

(33)

(36)

(47)

（34）

(45)

デ
ジ
タ
ル
マ
イ
ク
ロ
ス
コ
ー
プ
（
Ｒ
Ｈ
―
２
０
０
０
）

一
時
間

二
、
二
二
〇
円

(46)別
表
第
二
の
二
の
３
の
表
中

を

と
す
る
。

(48)

(47)

別
表
第
三
の
四
の
表
中
シ
を
ス
と
し
、
サ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

シ

三
次
元
形
状
測
定

⑴

ラ
イ
ン
レ
ー
ザ
ー
プ
ロ
ー

一
形
状

八
、
一
一
〇
円

ブ
に
よ
る
測
定

⑵

非
接
触
三
次
元
デ
ジ
タ
イ

一
形
状

七
、
六
五
〇
円

ザ
に
よ
る
測
定
（
表
裏
合
成

を
伴
う
も
の
）

⑶

非
接
触
三
次
元
デ
ジ
タ
イ

一
形
状

四
、
八
九
〇
円

ザ
に
よ
る
測
定
（
片
面
の
み

の
も
の
）

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
の
規
定
は
、
こ
の

規
則
の
施
行
の
日
以
後
の
使
用
の
期
間
に
係
る
使
用
料
の
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に

係
る
使
用
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
産
業
創
出
課
）

福
島
県
規
則
第
十
四
号

福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
施
行
規
則
（
平
成
三
十
年
福
島
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
中
「
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
得
て
」
を
削
る
。

別
表
研
究
棟
附
属
設
備
の
部
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
②
造
形
樹
脂
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

Ｌ
Ｍ
Ｄ
金
属
３
Ｄ
プ

一
式
一
時
間

一
一
、
六
二
〇
円

リ
ン
タ

金
属
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ

一
〇
グ
ラ
ム

二
二
〇
円

用
材
料
（
Ｓ
Ｕ
Ｓ
３

１
６
Ｌ
）

金
属
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ

一
〇
グ
ラ
ム

六
六
〇
円
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用
材
料
（
Ｓ
Ｋ
Ｈ
５

１
）

金
属
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ

一
〇
グ
ラ
ム

六
六
〇
円

用
材
料
（
イ
ン
コ
ネ

ル
７
１
８
）

精
密
平
面
研
削
盤

一
式
一
時
間

一
、
一
二
〇
円

別
表
研
究
棟
附
属
設
備
の
部
非
接
触
三
次
元
デ
ジ
タ
イ
ザ
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

工
作
機
精
度
評
価
シ

一
式
一
時
間

四
一
〇
円

ス
テ
ム

別
表
風
洞
棟
附
属
設
備
の
部
ド
ロ
ー
ン
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

赤
外
線
サ
ー
モ
グ
ラ

一
式
一
回

一
、
二
〇
〇
円

フ
ィ
ー

超
過
時
間
（
一

二
九
〇
円

時
間
に
つ
き
）

別
表
屋
内
水
槽
試
験
棟
附
属
設
備
の
部
水
中
モ
ー
シ
ョ
ン
キ
ャ
プ
チ
ャ
ー
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

テ
ス
ト
ピ
ー
ス

一
式
一
回

五
、
六
〇
〇
円

超
過
時
間
（
一

一
、
四
〇
〇
円

時
間
に
つ
き
）

音
響
ソ
ナ
ー

一
式
一
回

一
七
、
一
〇
〇
円

超
過
時
間
（
一

四
、
二
七
〇
円

時
間
に
つ
き
）

別
表
試
験
準
備
棟
附
属
設
備
の
部
貸
出
テ
ン
ト
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト
ー
タ
ル
ス
テ
ー
シ
ョ

一
式
一
回

五
、
六
〇
〇
円

ン

超
過
時
間
（
一

一
、
四
〇
〇
円

時
間
に
つ
き
）

「住
所
又
は
所
在
地

氏
名
又
は
名
称
及
び

様
式
第
一
号
、
様
式
第
三
号
及
び
様
式
第
四
号
中

代
表
者
の
氏
名

印

(電話
番
号

)

」

「住
所
又
は
所
在
地

氏
名
又
は
名
称
及
び

を

に
改
め
る
。

代
表
者
の
氏
名

(電話
番
号

)

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
産
業
創
出
課
ロ
ボ
ッ
ト
産
業
推
進
室
）

福
島
県
規
則
第
十
五
号

福
島
県
農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
福
島
県
規
則
第
百
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
三
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

省
令
第
二
百
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
作
成
し
た
書
類
の
縦
覧
開
始
の
延
期
の
承
認
の
申
請

農
業
協
同
組
合
縦
覧
書
類
縦
覧
開
始

延
期
承
認
申
請
書
（
様
式
第
五
十
二
号
）

第
二
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
第
二
十
一
号
」
を
「
第
二
百
三
十
一
条
第
一

項
第
二
十
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

省
令
第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
規
定
に
よ
る
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
の
会

計
監
査
人
の
就
任
又
は
退
任
の
届
出

農
業
協
同
組
合
会
計
監
査
人
就
任
（
退
任
）
届
（
様
式
第

五
十
四
号
）

様
式
第
七
号
か
ら
様
式
第
十
七
号
ま
で
、
様
式
第
十
九
号
、
様
式
第
二
十
号
、
様
式
第
二
十
二
号
、

様
式
第
二
十
三
号
及
び
様
式
第
二
十
六
号
中
「印

」
を
削
る
。

様
式
第
二
十
八
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
１
⑹
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑹
定
款
の
変
更
に
伴
い

出
資
１
口
の
金
額
を
減
少
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は

農
業
協
同

、
、

組
合
法
第
49条

第
２
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
催
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る

書
類

様
式
第
二
十
八
号
備
考
１
中
⑻
を
削
り
、
⑺
を
⑻
と
し
、
⑹
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑺
⑹
の
公
告
及
び
催
告
に
対
し
異
議
を
述
べ
た
債
権
者
が
あ
る
と
き
は

そ
の
者
に
対
し

、
、

農
業
協
同
組
合
法
第
50条

第
２
項
の
規
定
に
よ
る
弁
済

担
保
の
提
供
若
し
く
は
信
託
を
し

、
た
こ
と

又
は
出
資
１
口
の
金
額
を
減
少
し
て
も
そ
の
者
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を

、
証
す
る
書
類

様
式
第
二
十
八
号
の
二
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
１
⑷
中
「第

49条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
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成
し
た
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表

」
を
「第

49条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
又
は
催
告
の

日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
に
お
け
る
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
１
⑸

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑸
農
業
協
同
組
合
法
第
50条

の
２
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
49条

第
２
項
又
は
第

３
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
催
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

様
式
第
二
十
八
号
の
二
備
考
１
中
⑺
を
⑻
と
し
、
⑹
を
⑺
と
し
、
⑸
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑹
⑸
の
公
告
及
び
催
告
に
対
し
異
議
を
述
べ
た
債
権
者
が
あ
る
と
き
は

そ
の
者
に
対
し

、
、

農
業
協
同
組
合
法
第
50条

の
２
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
50条

第
２
項
の
規
定
に

よ
る
弁
済

担
保
の
提
供
若
し
く
は
信
託
を
し
た
こ
と

又
は
信
用
事
業
の
譲
渡
を
し
て
も

、
、

そ
の
者
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類

様
式
第
二
十
八
号
の
三
中
「印
」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
１
⑷
中
「第

49条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

作
成
し
た
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表

」
を
「第

49条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
又
は
催
告
の

日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
に
お
け
る
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
１
⑸

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑸
農
業
協
同
組
合
法
第
50条

の
２
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
49条

第
２
項
又
は
第

３
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
催
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

様
式
第
二
十
八
号
の
三
備
考
１
中
⑼
を
⑽
と
し
、
⑻
か
ら
⑹
ま
で
を
⑼
か
ら
⑺
ま
で
と
し
、
⑸
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑹
⑸
の
公
告
及
び
催
告
に
対
し
異
議
を
述
べ
た
債
権
者
が
あ
る
と
き
は

そ
の
者
に
対
し

、
、

農
業
協
同
組
合
法
第
50条

の
２
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
50条

第
２
項
の
規
定
に

よ
る
弁
済

担
保
の
提
供
若
し
く
は
信
託
を
し
た
こ
と

又
は
信
用
事
業
の
譲
受
け
を
し
て

、
、

も
そ
の
者
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類

「発
起
人
の
氏
名

印

「発
起
人
の
氏
名

様
式
第
二
十
九
号
中

発
起
人
全
員
の
住
所
及
び
氏
名
を
連
記
し

を
発
起
人
全
員
の
住
所

、
か
つ
押
印
す
る
こ
と

」

。

及
び
氏
名
を
連
記
す
る

に
改
め
る
。

こ
と

」

。様
式
第
三
十
号
中
「印

」
を
削
る
。

様
式
第
三
十
一
号
（
そ
の
一
）
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
２
⑹
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑹
合
併
の
当
事
者
の
う
ち
に
出
資
組
合
が
含
ま
れ
て
い
る
と
き
は

農
業
協
同
組
合
法
第
65

、
条
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

49条第
２
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び

催
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

様
式
第
三
十
一
号
（
そ
の
一
）
備
考
２
中
⑺
を
⑻
と
し
、
⑹
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑺
⑹
の
公
告
及
び
催
告
に
対
し
異
議
を
述
べ
た
債
権
者
が
あ
る
と
き
は

そ
の
者
に
対
し

、
、

農
業
協
同
組
合
法
第
65条
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

50条第
２
項
の
規
定
に
よ
る
弁

済
担
保
の
提
供
若
し
く
は
信
託
を
し
た
こ
と
又
は
合
併
を
し
て
も
そ
の
者
を
害
す
る
お
そ

、
、

れ
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類

様
式
第
三
十
一
号
（
そ
の
一
）
備
考
３
中
「
（様

式
第
37号
の
２

）
」
を
「
（様

式
第
37号
の
５

）
」

に
改
め
る
。

「設
立
委
員
の
氏
名

印

「設
立
委

様
式
第
三
十
一
号
（
そ
の
二
）
中

設
立
委
員
全
員
の
住
所
及
び
指
名
を
連
記

を

設
立
委

し
か
つ

押
印
す
る
こ
と

」

す
る
こ

、
、

。
員
の
氏
名

員
全
員
の
住
所
及
び
指
名
を
連
記

に
改
め
、
同
様
式
備
考
２
⑹
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

と

」

。
⑹

合
併
の
当
事
者
の
う
ち
に
出
資
組
合
が
含
ま
れ
て
る
と
き
は

農
業
協
同
組
合
法
第
65条

、
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
49条

第
２
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
催

告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

様
式
第
三
十
一
号
（
そ
の
二
）
備
考
２
中
⑿
を
⒀
と
し
、
⑾
か
ら
⑺
を
⑿
か
ら
⑻
ま
で
と
し
、
⑹
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑺
⑹
の
公
告
及
び
催
告
に
対
し
異
議
を
述
べ
た
債
権
者
が
あ
る
と
き
は

そ
の
者
に
対
し

、
、

農
業
協
同
組
合
法
第
65条

第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
50条

第
２
項
の
規
定
に
よ
る

弁
済

担
保
の
提
供
若
し
く
は
信
託
を
し
た
こ
と

又
は
合
併
を
し
て
も
そ
の
者
を
害
す
る

、
、

お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類

「主
た
る
事
務
所
の
所

「主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

農
業
協
同
組
合

（農

様
式
第
三
十
二
号
中

農
業
協
同
組
合
の
名
称

を

の
名
称

代
表
者
の
氏
名

印

」

代
表
者
の
氏
名

在
地

業
協
同
組
合
連
合
会

）

に
改
め
る
。

」

様
式
第
三
十
二
号
の
二
中
「印

」
を
削
る
。

様
式
第
三
十
三
号
及
び
様
式
第
三
十
三
号
の
二
中
「㊞

」
を
削
る
。

様
式
第
三
十
四
号
中
「印

」
を
削
る
。

様
式
第
三
十
五
号
及
び
様
式
第
三
十
六
号
中
「㊞

」
を
削
る
。

様
式
第
三
十
六
号
の
二
か
ら
様
式
第
四
十
号
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

様
式
第
四
十
号
の
二
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
１
⑵
中
後
段
を
削
る
。

様
式
第
四
十
号
の
三
か
ら
様
式
第
四
十
四
号
（
そ
の
二
）
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

様
式
第
四
十
五
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
１
中
⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
を
⑶
と
し
、
⑴
を
⑵
と

し
、
⑵
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑴
登
記
事
項
証
明
書

様
式
第
四
十
五
号
の
二
か
ら
様
式
第
四
十
六
号
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

様
式
第
四
十
七
号
中
「㊞

」
を
削
る
。

様
式
第
四
十
八
号
中
「印

」
を
削
る
。

様
式
第
四
十
九
号
か
ら
様
式
第
五
十
号
の
五
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

様
式
第
五
十
一
号
及
び
様
式
第
五
十
一
号
の
二
中
「印

」
を
削
る
。



令和３年３月23日 火曜日 福 島 県 報 号外第14号19

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

様
式
第
五
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令和３年３月23日 火曜日 福 島 県 報 号外第14号 20

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

様式第52号 (第２条関係)
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

様
式
第
五
十
二
号
の
二
及
び
様
式
第
五
十
三
号
中
「印

」
を
削
る
。

様
式
第
五
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令和３年３月23日 火曜日 福 島 県 報 号外第14号 22

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

様式第54号 (第２条関係)



令和３年３月23日 火曜日 福 島 県 報 号外第14号23
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

様
式
第
五
十
四
号
の
二
中
「印

」
を
削
り
、
「第

231条
第
１
項
第
21号

」
を
「第

231条
第
１
項
第

22号

」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
十
五
号
か
ら
様
式
第
六
十
四
号
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
規
定
に
基
づ
き
提

出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
、
請
求
書
、
届
又
は
申
立
書
は
、
改
正
後
の
福
島
県
農
業
協
同
組
合
法
施
行

細
則
の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
申
請
書
、
請
求
書
、
届
又
は
申
立
書
と
み
な
す
。

（
農
業
経
済
課
）

福
島
県
規
則
第
十
六
号

福
島
県
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
福
島
県
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
十
二
条
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
を
削
る
。

第
四
条
中
「
様
式
第
三
号
」
を
「
様
式
第
一
号
」
に
、
「
様
式
第
四
号
」
を
「
様
式
第
二
号
」
に
改

め
、
同
条
を
第
二
条
と
す
る
。

第
五
条
中
「
様
式
第
五
号
」
を
「
様
式
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
し
、
第
六
条
を
第
四

条
と
す
る
。

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
を
削
る
。

「

住
所

「家
畜
人
工
授
精
所
の
名
称

様
式
第
三
号
中
「第

四
条

」
を
「第

二
条

」
に
、

管
理
者

を
家
畜
人
工
授
精
所
の
開
設

氏
名

」

家
畜
の
種
類
及
び
そ
の
業

及
び
所
在
地

者
の
氏
名
又
は
名
称

に
、
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第

務
の
別

」

一
号
と
す
る
。

「管
理

者
氏

名

様
式
第
四
号
中
「第

四
条

」
を
「第

二
条

」
に
、

家
畜
人
工
授
精
師

氏
名

」

「開
設

者
氏
名
又
は
名
称

を

に
、
「福

島
県
知
事

」
を
「福

島
県
知
事

獣
医
師
又
は
家
畜
人
工
授
精
師

氏
名

」

氏
名

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
二
号
と
す
る
。

様
式
第
五
号
中
「第

五
条

」
を
「第

三
条

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
三
号
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
畜

産

課
）

福
島
県
規
則
第
十
七
号

福
島
県
港
湾
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
港
湾
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
島
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
法
第
三
十
七
条
の
八
第
一
項
又
は
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係

る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
認
定
公
募
占
用
計
画
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
等
（
法

第
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
等
を
い
う
。
）
に
つ
い
て

の
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
許
可
の
期
間
は
、
三
十
年
以
内
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
港

湾

課
）

福
島
県
規
則
第
十
八
号

福
島
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
建
築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
福
島
県
規
則
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
中
「
こ
れ
ら
の
規
定
中
」
を
「
第
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
を
添
え
て
、
知
事
」

と
あ
る
の
は
「
を
添
え
て
、
指
定
登
録
機
関
」
と
、
第
二
条
、
第
四
条
、
第
四
条
の
二
、
第
五
条
、
第

六
条
第
五
項
及
び
第
七
条
第
一
項
中
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
中
「
（署

名

）
」
を
削
る
。

第
一
号
の
二
様
式
中
「
（

自
署

）
」
を
削
る
。

第
一
号
の
三
様
式
及
び
第
六
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

第
七
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注

「備
考

」欄
に
は

届
出
を
す
る
に
至
つ
た
事
実
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と

。

、

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を

し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
建
築
指
導
課
）

福
島
県
規
則
第
十
九
号

福
島
県
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

福
島
県
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
八
年
福
島

県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
号
中
「
第
二
条
第
三
号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
条
第
一
項

各
号
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
る
。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第
三
条
第
一
号
中
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
第
二
条
第
三
号
」

を
「
第
二
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
第
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
十
二
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
号
中
「
第
三
十
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
二
条
」
を
「
第
三

十
七
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
建
築
指
導
課
）


